
投薬（長期処方・リフィル処方）についてのお知らせ

当センターでは、患者さんの状態に応じて。

① 28日以上の長期処方を行うこと

② リフィル処方せんを発行すること

の いずれの対応も可能です。

ただし、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは、患者さんの病状に応じ

て、担当医が判断いたします。

令和８年６月１日

大迫地域診療センター長
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